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(57)【要約】
　止血灌流装置（１０）は、近位端（２４）と遠位端（
２２）を有する本体（２０）を含んでおり、本体の近位
端と遠位端の間には、ルーメン（７０）が伸張している
。灌流口（３０）は、本体に出入りする流体を通すため
に、本体の近位端と遠位端の間に配置されている。進入
口（６０）は、挿入される細長い医療装置（１００）を
受け入れるために、本体の近位端に沿って配置されてい
る。取付口（４０）は、止血灌流装置（１０）を内視鏡
（２００）に接続できるようにするため、本体の遠位端
に配置されている。取付口は、更に、環状先端（５０）
を含んでおり、環状先端は、細長い医療装置を内視鏡の
アクセサリチャネル（２０４）の中へ伸張させるための
開口部を提供している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　止血灌流装置において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
に接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記医
療装置を受け入れるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項２】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、内視鏡の進入口に挿入されるように
作られている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項３】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項４】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１に記
載の止血灌流装置。
【請求項５】
　前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項６】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項７】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項８】
　前記進入口は、前記進入口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項９】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
に記載の止血灌流装置。
【請求項１０】
　止血灌流装置において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口であって、前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿
って配置されているシールを備えている、灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口であって、前記進入口は、前記進入口
の内側表面に沿って配置されているシールを備えている、進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
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に接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細
長い医療装置を受け入れるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項１１】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、内視鏡の進入口に挿入されるように
作られている、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１２】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１３】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１０に
記載の止血灌流装置。
【請求項１４】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１５】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項１６】
　前記灌流口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１７】
　前記進入口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１８】
　複数の細長い医療装置は、止血し易くするために、前記本体の前記ルーメンを通して挿
入される、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１９】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
０に記載の止血灌流装置。
【請求項２０】
　細長い医療装置の回りを灌流する方法において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を挿入するためにルーメンが伸張している、本体と、前記本体の前記近位
端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンへ流体を送るための灌流
口と、前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って
伸張する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、前記本体の前記遠位端に沿っ
て配置されている取付口であって、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるために内視鏡に接続することができる、取付口と、
を備えている止血灌流装置を提供する段階と、
　内視鏡を前記取付口に取り付ける段階と、
　細長い医療装置を前記本体の前記ルーメンを通して挿入する段階と、
　注入装置を前記止血灌流装置の前記灌流口に接続する段階と、
　前記細長い医療装置の回りから体液を取り除くために、流体を、前記灌流口を通して前
記本体の前記ルーメンに灌流させる段階と、から成る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本出願は、２００５年５月１７日出願の米国仮特許出願第６０／６８１，６４８号に対
する優先権を請求しており、その開示全体を、参考文献としてここに援用する。
【０００２】
　本発明は、医療装置の分野に、より具体的には、胃腸経路内での止血をやり易くするた
めの内視鏡器具を利用している医療装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の医療装置は、医療処置中に止血するために、内視鏡を通して胃腸経路に導入され
る。クリップ、スネア、及び針の様な数多くの医療装置が、これらの処置中に出血するの
を防ぐため、内視鏡のアクセサリチャネルに挿入される。しかしながら、出血の量は、医
療装置の寸法、患者の凝血状態、及び医療処置が進行中の胃腸経路の場所の様な幾つかの
要因のために、抑制するのは難しい。
【０００４】
　患者の胃腸経路内で過剰に出血すると、医療装置を内視鏡のアクセサリチャネルに直接
挿入した後で特定の胃腸経路を視覚化するか、又はそこにアクセスするのが難しくなる場
合が多い。更に、多くの内視鏡は、出血中にはＸ線透視の様な追加の手法を使用しないで
、目標の生体組織への視覚的アクセスを提供することはできない。にもかかわらず、内視
鏡のアクセサリチャネルを通る医療装置を操縦しながら胃腸経路を視覚化することは、医
療装置と内視鏡のアクセサリチャネルの間の接合点での出血のために、更に難しくなる。
例えば、二極式プローブ、針、及び他の細長い装置の様な医療装置が内視鏡のアクセサリ
チャネルを通して送られるとき、医療装置は、過剰な出血から、アクセサリチャネルの回
りでしばしば不適切に灌流されることになる。これらの灌流問題は、内視鏡のアクセサリ
チャネルと医療装置の回りの漏れに繋がることもある。漏れに加えて、内視鏡のアクセサ
リチャネル回りの灌流の問題は、血液の様な流体の集積から閉塞に至り、他の合併症に繋
がる虞がある。閉塞と漏れの問題は、共に、内視鏡の対応するアクセサリチャネル内の圧
力を低下させて、時間に敏感な医療処置中に、灌流流体が特定の部位に低速で送られる事
態を引き起こしかねない。
【０００５】
　医療装置に関わる医療処置は複雑なので、外科医は、灌流流体を胃腸経路の目標部位に
送達できるようにするため、しばしば特定の医療装置を、手術の異なる段階で繰り返して
挿入し取り出さなければなければならなくなる。例えば、現行の処置では、外科医は、外
科処置の初めに患者に薬剤を送達するため、注入用のカテーテルの様な医療装置を内視鏡
のアクセサリチャネルに挿入し、その後、その医療装置を取り出さなければならない。同
一処置中に、外科医は、注射器の様な異なる医療装置を、内視鏡のアクセサリチャネルに
挿入して、胃腸経路の目標部位を灌流するために患者に流体を送出する。目標部位を灌流
した後で、外科医は、注射器を取り外し、その後、進行中の医療処置を行うために用いら
れている最初の医療装置を再度挿入しなければならない。医療装置を交換するのに要する
時間は、進行中の医療処置に相当な時間を付け加える。更に、凝固した血液は、内視鏡の
アクセサリチャネルと医療装置の間に積み上がり続けるので、内視鏡のアクセサリチャネ
ルを取り囲んでいる領域を灌流するのは難しいままである。
【０００６】
　過剰な出血を減らすために、複数の医療装置を、医療処置の間に容易に内視鏡に挿入し
内視鏡から取り外せるようにする止血灌流装置を提供することが望まれている。更に、装
置のルーメン内を灌流し、取り付けられている内視鏡のアクセサリチャネルの回りを灌流
すると共に、内視鏡に関わる医療処置中に、目標部位へのアクセスとその鮮明な視認性を
提供することができる止血灌流装置が必要とされている。
【特許文献１】米国仮特許出願第６０／６８１，６４８号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の１つの態様では、止血灌流装置は、近位端と遠位端を有する本体を備えており
、本体の近位端と遠位端の間にはルーメンが伸張している。止血灌流装置は、更に、本体
の近位端と遠位端の間に配置されている、本体のルーメンを通して流体を送るための、灌
流口を備えている。止血灌流装置は、更に、本体の近位端に沿って配置されている、本体
のルーメンを通って伸張する細長い医療装置を収納するための、進入口を備えている。取
付口は、本体の遠位端に沿って配置されており、取付口は、本体のルーメンを通って伸張
する細長い医療装置を収納するため、内視鏡に接続することができる。止血灌流装置の灌
流口と進入口の様な複数の口部は、止血灌流装置のルーメンの内側を灌流するため、並び
に、細長い医療装置と、取り付けられている内視鏡のアクセサリチャネルの周りを、医療
処置の間に止血し易くするため、灌流するために設けられている。
【０００８】
　本発明の１つの態様では、取付口は、更に、本体のルーメンを通って伸張する細長い医
療装置を収納するための環状の先端を備えている。止血灌流装置は、更に、本体のルーメ
ンを通して流体を灌流するための灌流口に取り付けられる注入装置を含んでいる。灌流口
は本体のルーメンと流体連通しており、流体が、本体のルーメンから出入りできるように
作られている。灌流口は、更に、灌流口をシールするためのシールを提供する。止血灌流
装置は、可変性直径を含んでおり、止血灌流装置内で流体が流れ易いように、本体の近位
端の直径は大きく、本体の遠位端の直径は小さくなっている。
【０００９】
　止血灌流装置は、内視鏡を、止血灌流装置の内視鏡への取付口に接続するためのリップ
を有する金属インサートを利用して、内視鏡に係合される。本体のルーメンに挿入される
細長い医療装置の種類には、針、プローブ、クリップ、注射器、又は同様の細長い医療装
置が含まれる。数多くの細長い医療装置が、血管内で止血し易くするため、止血灌流装置
の口部に挿入される。例えば、注射器は灌流口に挿入され、一方、プローブと針は、止血
灌流装置の進入口を通して挿入される。細長い医療装置は、更に、細長い医療装置を、本
体のルーメンを通して縦走させるための親水性被膜を含んでいる。
【００１０】
　本発明の別の態様では、細長い医療装置の回りを灌流する方法は、近位端と遠位端を有
する本体を備えており、本体の近位端と遠位端の間に細長い医療装置を挿入するためのル
ーメンが伸張している、止血灌流装置を提供する段階を含んでいる。本方法は、更に、本
体の近位端と遠位端の間に配置された、流体を本体のルーメンに送るための灌流口を提供
する段階と、本体の近位端に沿って配置された、本体のルーメンを通って伸張する細長い
医療装置を収納するための進入口を提供する段階を含んでいる。本方法は、本体の遠位端
に沿って配置されている取付口であって、本体のルーメンを通って伸張する細長い医療装
置を収納するため内視鏡に接続することができる取付口を提供する追加の段階を含んでい
る。更に、本方法は、取付口を内視鏡に取り付ける段階と、細長い医療装置を、本体のル
ーメンを通して挿入する段階を含んでいる。本方法は、更に、注入装置を、止血灌流装置
の灌流口に挿入し、灌流口を通して本体のルーメンに流体を灌流し、注入装置の回りから
の体液を取り除く段階を含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の幾つかの実施形態について、例を挙げ添付図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　本発明を、図面を参照しながら説明してゆくが、各図において同じ要素には同様の番号
を付している。本発明の様々な要素の関係と機能については、以下の詳細な説明によって
良く理解して頂けるであろう。しかしながら、本発明の実施形態は、図面に示している実
施形態に限定されない。図面は同一の縮尺ではなく、或る例では、従来型の製作及び組み
立ての様な、本発明を理解するのに必要ではない細部が省略されている。
【００１３】
　図１－５は、本発明の止血灌流装置１０の或る実施形態を示している。特許請求の範囲
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を、限定するわけではないが容易に理解頂くために、本発明を、図６に示している型式の
内視鏡２００と結び付けて説明する。
【００１４】
　図１－５に示している本発明の実施形態では、止血灌流装置１０は、本体２０、進入口
６０、取付口４０、及び灌流口３０を含んでいる。止血灌流装置１０の本体２０は、近位
端２４と遠位端２２を備えており、本体２０の近位端２４と遠位端２２の間をルーメン７
０（図２）が伸張している。進入口６０は、本体２０の近位端２４に沿って配置され、細
長い医療装置１００が、進入口６０に挿入され本体２０のルーメン７０を通って伸張する
のを受け入れるように作られている（図３参照）。取付口４０は、本体２０の遠位端２２
に沿って配置されており、環状先端５０を更に備えている。取付口４０は、内視鏡２００
のアクセサリチャネル２０４の開口部に摩擦係合され、環状先端５０は、内視鏡２００の
アクセサリチャネル２０４（図６参照）の開口部に入り込み、固定される。細長い医療装
置１００（図３参照）は、進入口６０を通り、ルーメン７０を通り、内視鏡２００に入る
とき環状先端５０を通って伸張する。灌流口３０は、本体２０の近位端２４と遠位端２２
の間に配置されており、細長い医療装置１００が本体２０のルーメン７０を通って伸張す
るときに、その回りを灌流するための流体を受け入れるように作られている。
【００１５】
　図２に示すように、止血灌流装置１０のルーメン７０は、プローブ、針、スネア、クリ
ップ装置、及び他の同様な細長い装置の様な様々な医療装置を受け入れる。止血灌流装置
１０のルーメン７０は、医療処置中に、細長い医療装置１００を自由に挿入し取り外すこ
とができるようになっている（図３）。ルーメン７０は、止血灌流装置１０の進入口６０
から、止血灌流装置１０の環状先端５０まで伸びている（図４）。細長い医療装置１００
は、本体２０のルーメン７０に挿入されると、患者の目標部位まで導くために、本体２０
のルーメン７０に沿って内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４（図６）の中へと、長
手方向及び回転方向に操縦される。ルーメン７０は、内視鏡２００のアクセサリチャネル
２０４から流れ出る流体用の容器も提供する。ルーメン７０内の流体は、流体が灌流口３
０から取り除かれるまで、又は、止血灌流装置１０全体を内視鏡２００のアクセサリチャ
ネル２０４から取り外すことによって流体が環状先端５０を通して取り除かれるまで、集
積される。
【００１６】
　図１－３に示している実施形態では、止血灌流装置１０は、細長い円筒形である。しか
しながら、止血灌流装置１０は、長方形、楕円形、又はそれらの何らかの組み合わせの様
な他の形状であってもよい。止血灌流装置１０の最適な長さは、設計及び使用される材料
の様な要因を考慮することによって、並びに、実験によって最適に作用すると判定される
ものによって、決められる。止血灌流装置１０は、医療処置中又はその間に医療機器プロ
バイダによって繰り返し殺菌される成形プラスチック材料又は金属で形成されているのが
望ましい。代わりに、止血灌流装置１０は、最初に殺菌してその後廃棄してもよい。
【００１７】
　図３に示す様に、止血灌流装置１０の進入口６０は、近位端６４と遠位端６２を含んで
いる。進入口６０の遠位端６２は、本体２０の近位端２４に沿って配置されており、進入
口６０の近位端６４は、本体２０の近位端２４とは離れる方向に伸張している。装置１０
０が本体２０のルーメン７０の中へ、そしてそこを通って伸張し（図５）、止血灌流装置
１０の環状先端５０から出る（図４）際に、進入口６０は、細長い医療装置１００を受け
入れる経路を提供する。細長い医療装置１００は、止血灌流装置１０の環状先端５０を通
り抜けた後、取り付けられた内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４の中へと伸張し、
目標部位の出血を低減する（図７）。胃腸経路内で止血し易くするため、１つ又は複数の
細長い医療装置が、本体７０の進入口６０を通して挿入される。例えば、プローブと針を
止血灌流装置の進入口に挿入してもよく、それも本発明の範囲内にある。
【００１８】
　図３では、止血灌流装置１０は、本体２０のルーメン７０の回りに配置されている支持
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シール８０を含んでいる。図示の実施形態では、シール８０は、近位シール８４と遠位シ
ール８２を備えた多部品又は複合シールである。近位シール８２と遠位シール８４は、両
方共にそれぞれ、止血灌流装置１０のルーメン７０を通って伸張するプローブ、針、又は
同様の細長い医療装置が、その回りに適切なシールを維持しながら、そこを通過すること
ができるように作られている。つまり、これらのシールそれぞれは、細長い医療装置１０
０の挿入又は運動を妨げることなく、内視鏡の作業チャネル内に在る流体の漏れを抑制す
る。
【００１９】
　図示の実施形態では、近位シール８２は、中を貫通して配置されている開口部を有する
発泡円板、又は細長い医療装置１００の周囲をシールするための他の適した装置を備えて
いる。支持シール８０の遠位シール８４は、細長い医療装置１００が進入口６０を通って
ルーメン７０に入るときに細長い医療装置１００によって開位置へと押される、ダックビ
ル弁の様な一対のシールリップ８３、８６を備えている（図３）。細長い医療装置１００
が進入口６０から取り外されると、シールリップ８３、８６は閉位置に維持され、内部の
逆流した血液が進入口６０から流れ出るのを防ぐ（図４）。閉位置では、進入口６０は、
止血灌流装置１０のルーメン７０内に集積したどの様な流体でも、灌流口３０を使用する
ことによって、細長い医療装置１００の回りから取り除くか、又は流し出すことができる
ようになっている。支持シール８０は、細長い医療装置１００の関わる医療処置中に、ル
ーメン７０内の圧力を一定に保つこともできるようになっている。この構成は、胆汁及び
血液の様な体液が漏れて、外科医及び作業環境を汚染するのを防ぐのに特に有用である。
【００２０】
　図示の実施形態では、進入口６０は、細長い医療装置１００が、進入口６０に容易に挿
入できる広範囲の直径を有することができるようになっている。更に、ルーメン７０に普
通に流れ込むどの様な血液でも、シール８０があるために、外側に漏れないようになって
いる。進入口６０の直径は長手方向に伸張するルーメン７０の直径より小さくて、細長い
医療装置１００をルーメン７０に挿入したときに、シール８０が本体２０の壁に押し付け
られて拡張し、細長い医療装置１００を挿入し難しくなり、ルーメン７０内の圧力が低下
する公算が大きくなることの無いようになっていなければならない。
【００２１】
　これらのシールの設計及び構成は、シールを作る材料の種類を含めて、当業者には周知
である。代表的なシールには、スリット、破裁孔、成形スリット、又は穿刺可能シールが
含まれる。他のシール構成には、ダックビル、スリット付き膜（例えば、ポリスチレン、
シリコン、又は他の弾性ポリマー材料）、開放気泡又は独立気泡を備えている小さな中心
孔付きの発泡シール（例えば、シリコン、ポリウレタンなど）、又は、細長い医療装置１
００の回りをシールして、どの様な近位方向に移動してくる流体でも止血灌流装置１０か
ら出ないようにする能力を有する他の設計構造、が含まれる。本発明の他の実施形態では
、止血灌流装置１０は、灌流中に血液が止血灌流装置１０の近位端２４から遠位端２２へ
流れ易くし、口部３０、６０を通過する横溢流体の水位を下げるために、直径が大きい近
位端２４と直径が小さい遠位端２２を有する先細ルーメン７０を含んでいる。
【００２２】
　灌流口３０は、近位端３４と遠位端３２を備えている。灌流口３０の遠位端３２は、止
血灌流装置１０の本体２０に係合されている。灌流口３０の近位端３４は、止血灌流装置
１０の本体２０から外向きに伸張している。灌流口３０は、本体２０のルーメン７０に入
り、活発に出血している目標部位へ送られる灌流流体の様な液体に経路を提供する。灌流
口３０は、使用中に流体をルーメン７０に挿入し又は引き出せるようにするため、管など
を取り付け易くしているのが望ましい。
【００２３】
　灌流口３０は、入口又は出口として作用することができる。入口としては、灌流口３０
は、灌流流体を内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４に、具体的には、細長い医療装
置１００の外側とアクセサリチャネル２０４の内側の間の空洞に送るための経路として作
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用する。出口としては、灌流口３０は、流体を、内視鏡２００のアクセサリチャネル２０
４と本体２０のルーメン２０から取り除くための経路として作用する。更に、灌流口３０
は、胃腸経路の目標部位で活発に出血している間に、流体が止血灌流装置１０内に集積す
るのを防ぐのに用いられる。具体的には、灌流口３０は、活発に出血している期間に、ど
の様な相補的医療装置も取り外すことなく、その部位から血液を引き出すことができる。
【００２４】
　灌流口３０は、注射器、針、又は他の注入装置の様な医療装置を、灌流口３０に取り付
けて、流体を目標部位に輸送することができるようになっている。灌流口３０は、取り付
けられている内視鏡２００を取り外すことなく、灌流流体を患者の目標部位に送出できる
アクセス手段を提供する。従って、内視鏡処置は、細長い医療装置１００を内視鏡２００
のアクセサリチャネル２０４に入れるときに、流体をその回りに灌流させる能力があるの
で、遂行し易い。灌流口３０は、更に、本体２０内の圧力レベルを高めて、患者の目標部
位を灌流する際の圧力を維持する。代わりに、患者の脈管系に薬剤を送達するのにも、灌
流口３０を用いることができる。
【００２５】
　或る好適な実施形態では、灌流口３０は、止血灌流装置１０の本体２０へ確実にアクセ
スできるようにするシール３６を備えている。灌流口３０のシール３６は、様々な方法に
よって灌流口３０に挿入される注入装置に対応できる構造及び寸法に作られている。針又
は注射器の様な注入装置は、灌流口３０に直接挿入して、シール３６の内側表面５７と係
合させることができる。注入装置を灌流口３０に挿入すると、シール３６の内側表面５７
は、注入装置とシールを形成し、本体２０のルーメン７０へ確実にアクセスできるように
する。注入装置が灌流口３０から取り外されると、シール３６は、流体が灌流口３０の経
路を通って流れ出るのを防ぐ。シール３６は、灌流口３０とルーメン７０の間に液密接続
を形成し、空気と流体が止血灌流装置１０のルーメン７０から漏れ出すのを防ぐ、隔壁の
様なシール機構５７を備えている。
【００２６】
　取付口４０は、近位端４４と遠位端４２を有している。取付口４０の近位端４４は、本
体２０に係合され、取付口４０の遠位端４２は、環状先端５０に係合されている。環状先
端５０は、近位端５４と遠位端５２を備えている。図１に示している様に、環状先端５０
の近位端５４は、取付口４０の遠位端４２に係合されている。取付口４０は、内視鏡２０
０のアクセサリチャネル２０４の開口部に摩擦係合され、環状先端５０は、内視鏡２００
のアクセサリチャネル２０４の開口部に入れられて固定される（図９参照）。環状先端５
０と取付口４０は、内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４とシールを形成し、挿入さ
れた細長い医療装置１００が、止血灌流装置１０のルーメン７０を通り、内視鏡２００の
アクセサリチャネル２０４の中へと伸張できるようにしている。更に、環状先端５０は、
流体が、灌流口３０から内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４へと直接移動してアク
セサリチャネル２０４沿いに目標部位を灌流する際に、流体に経路を提供する。環状先端
５０は、更に、挿入された細長い医療装置１００がルーメン７０から内視鏡２００の中へ
と伸張する際に、装置１００を受け入れるためのルーメンを提供する。取付口４０は、摩
擦係合、ロック係合などを使用して、どの様な適した内視鏡のアクセサリチャネルに係合
させてもよく、それも本発明の範囲に含まれている。
【００２７】
　図６は、代表的な内視鏡２００と、内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４に繋がっ
ている金属インサート２０２を示している。アクセサリチャネル２０４は、内視鏡２００
の内側を通って遠位方向に伸張する作業チャネル（図示せず）へアクセスできるようにす
る。金属インサート２０２は、リップ２０６を有しており、進入口カバー（図示せず）で
覆われており、カバーは、金属インサート２０２とアクセサリチャネル２０４にアクセス
する際には取り外される。図７は、内視鏡２００に摩擦係合されているか、又は他の方法
で取り付けられている止血灌流装置１０を示している。具体的には、止血灌流装置１０の
取付口４０は、摩擦嵌合などによって、内視鏡２００のリップ２０６に取り付けられ、又
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はそこから取り外される。環状先端５０は、取付口４０が内視鏡２００のリップ２０６と
係合すると、内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４の中へと伸張する（図８－９）。
【００２８】
　細長い医療装置１００の代表的な実施形態、例えば注射針（図示せず）は、止血灌流装
置１０の進入口６０に挿入することができる。注射針は、流体又は薬剤を胃腸の粘膜に注
入するのに用いられる。注射針は、必要であれば、目標の注入領域を灌流するために、止
血灌流装置１０と組み合わせて用いられる。更に、注射針は、内側注入カテーテルの様な
他の細長い医療装置で胃腸経路を通して進めることができる。注射針は、胃腸経路を通し
て、治療位置に向けて進められる。一旦脈管内に配置されると、第２の細長い医療装置、
内側注入カテーテルは、注射針に外挿して配置され、その長さに沿って治療位置に向けて
動かされる。
【００２９】
　細長い医療装置１００の他の代表的な実施形態では、アルゴンプラズマ凝固器（図示せ
ず）を、止血灌流装置１０の進入口６０に挿入することができる。アルゴンプラズマ凝固
器は、止血灌流装置１０と組み合わせて、内視鏡の用途を開くのに用いられる。アルゴン
プラズマ凝固器は、広い表面に亘る出血を止血するために、イオン化されたアルゴンガス
ストリーム（アルゴンプラズマ）を介して、単極の電気外科電流を組織へ伝導する。アル
ゴンプラズマ凝固器と共に用いられる様々なプローブ装置を、止血灌流装置１０の進入口
６０に挿入し、ルーメン７０に沿って、そして内視鏡２００のアクセサリチャネル２０４
へと伸張させることができる。プローブは、進入口６０の開口部を通して導入し、本体２
０のルーメン７０を通して送り込むことができる。プローブは、ルーメン７０を通って伸
張した後、環状先端５０の開口部を通り、取り付けられた内視鏡２００のアクセサリチャ
ネル２０４の中へと進む。プローブには、様々な大きさの直径のものがある。止血灌流装
置１０の進入口６０は、様々な大きさのプローブに対応できると同時に、プローブを容易
に挿入又は取り外しできるようになっている。
【００３０】
　細長い医療装置１００は、有機溶媒溶液内のポリビニルプロラディンとセルロースエス
テルを基にした物質の様な、親水性被覆又はハイブリッドポリマー混合物で処理されてい
る。これらの溶液は、医療装置を、体液と接触したときに潤滑性に優れたものにするので
進入させ易くなる。被覆は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ウレタン、及び
／又は他のポリマー被覆の様な適した材料を浸漬、成形、又は噴射によって、細長い医療
装置１００に直接塗布して形成される。
【００３１】
　本発明の別の実施形態では、鞘と拡張器（図示せず）は、止血灌流装置１０の進入口６
０に挿入される。拡張器は、鞘が拡張器を取り囲むように鞘に収納され、それが、進入口
６０を通して挿入され、ルーメン７０を通して送られ、環状先端５０から出される。鞘と
拡張器は、環状先端５０を出た後、内視鏡２００を通して進められる。鞘及び拡張器の様
な装置は、止血灌流装置１０のルーメン７０を通して伸張されるので、止血灌流装置１０
は、取り付けられている装置の間を流れている血液が、灌流口３０又は進入口６０から漏
れ出るのも防ぐ。
【００３２】
　開示されている止血灌流装置１０の新規な特徴は、様々な医療処置で首尾よく用いるこ
とができる。具体的には、開示されている止血灌流装置１０は、針又はプローブの様な１
つ又は複数の細長い止血器具を内視鏡２００又は他の器具に挿入しなければならない医療
処置に用いることができる。
【００３３】
　上記図面と開示は、例示的なものであって、全てを網羅しているわけではない。この説
明は、当業者に多くの変更及び代替案を示唆するであろう。その様な全ての変更及び代替
案は、特許請求の範囲に包含されるものとする。本技術に通じている者は、ここに述べて
いる具体的な実施形態と等価な他のものも、特許請求の範囲に包含されるよう意図されて
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10

いる等価物として理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の止血灌流装置の側面図である。
【図２】本発明の図１の止血灌流装置の断面図である。
【図３】本発明の止血灌流装置のルーメン内に細長い医療装置が配置されている、図１の
止血灌流装置の部分断面図である。
【図４】図３の止血灌流装置の環状先端の部分断面端面図であり、細長い医療装置が本発
明の内視鏡のアクセサリチャネルの中へと伸張している状態を示している。
【図５】図３の止血灌流装置の進入口の部分断面端面図であり、細長い医療装置が本発明
の止血灌流装置のルーメンの中へと伸張している状態を示している。
【図６】本発明の止血灌流装置の取付口に接続可能な内視鏡の斜視図である。
【図７】本発明の図６の内視鏡のアクセサリチャネルに係合されている止血灌流装置の斜
視図である。
【図８】本発明の図７の内視鏡のアクセサリチャネルに係合されている止血灌流装置の部
分断面図である。
【図９】本発明の図８の内視鏡のアクセサリチャネルに摩擦係合されている止血灌流装置
の部分断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月14日(2007.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　止血灌流装置において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
のアクセサリチャネルに接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを
通って伸張する前記医療装置を受け入れるように作られており、前記取付口が前記内視鏡
に接続されているときは、前記医療装置を前記アクセサリチャネルの中に伸張させること
ができるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項２】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、前記内視鏡の前記アクセサリチャネ
ルに挿入されるように作られている、請求項１に記載の止血灌流装置。
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【請求項３】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項４】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１に記
載の止血灌流装置。
【請求項５】
　前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項６】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項２１に記載の止血灌流装置。
【請求項７】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項２１に記載の止血灌流装置。
【請求項８】
　前記進入口は、前記進入口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項９】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
に記載の止血灌流装置。
【請求項１０】
　止血灌流装置において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口であって、前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿
って配置されているシールを備えている、灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口であって、前記進入口は、前記進入口
の内側表面に沿って配置されているシールを備えている、進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
のアクセサリチャネルに接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを
通って伸張する前記細長い医療装置を受け入れるように作られており、前記取付口が前記
内視鏡に接続されているときは、前記医療装置を前記アクセサリチャネルの中に伸張させ
ることができるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項１１】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、前記内視鏡の前記アクセサリチャネ
ルに挿入されるように作られている、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１２】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１３】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１０に
記載の止血灌流装置。
【請求項１４】
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　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項２２に記載の止血灌流装置。
【請求項１５】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項２２に記載の止血灌流装置。
【請求項１６】
　前記灌流口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１７】
　前記進入口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１８】
　複数の細長い医療装置は、止血し易くするために、前記本体の前記ルーメンを通して挿
入される、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【請求項１９】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
０に記載の止血灌流装置。
【請求項２０】
　細長い医療装置の回りを灌流する方法において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を挿入するためにルーメンが伸張している、本体と、前記本体の前記近位
端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンへ流体を送るための灌流
口と、前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って
伸張する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、前記本体の前記遠位端に沿っ
て配置されている取付口であって、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるために内視鏡に接続することができる、取付口と、
を備えている止血灌流装置を提供する段階と、
　内視鏡を前記取付口に取り付ける段階と、
　細長い医療装置を、前記本体の前記ルーメンを通して、前記内視鏡のアクセサリチャネ
ルの中へ挿入する段階と、
　注入装置を前記止血灌流装置の前記灌流口に接続する段階と、
　前記細長い医療装置の回りから体液を取り除くために、流体を、前記灌流口を通して前
記本体の前記ルーメンに灌流させる段階と、から成る方法。
【請求項２１】
　アクセサリチャネルを有する内視鏡を更に備えており、前記取付口は前記取付口に接続
されている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項２２】
　アクセサリチャネルを有する前記取付口に接続されている内視鏡を更に備えており、前
記取付口は前記取付口に接続されている、請求項１０に記載の止血灌流装置。
【手続補正書】
【提出日】平成20年1月28日(2008.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　止血灌流装置において、
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　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
のアクセサリチャネルに接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを
通って伸張する前記医療装置を受け入れるように作られており、前記取付口が前記内視鏡
に接続されているときは、前記医療装置を前記アクセサリチャネルの中に伸張させること
ができるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項２】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、前記内視鏡の前記アクセサリチャネ
ルに挿入されるように作られている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項３】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項４】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１に記
載の止血灌流装置。
【請求項５】
　前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項６】
　アクセサリチャネルを有する内視鏡を更に備えており、前記取付口は前記取付口に接続
されている、請求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項７】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項６に記載の止血灌流装置。
【請求項８】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項６に記載の止血灌流装置。
【請求項９】
　前記進入口は、前記進入口の内側表面に沿って配置されているシールを含んでいる、請
求項１に記載の止血灌流装置。
【請求項１０】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
に記載の止血灌流装置。
【請求項１１】
　止血灌流装置において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を中に挿入して通すためにルーメンが伸張している、本体と、
　前記本体の前記近位端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンか
ら流体を出し入れするための灌流口であって、前記灌流口は、前記灌流口の内側表面に沿
って配置されているシールを備えている、灌流口と、
　前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口であって、前記進入口は、前記進入口
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の内側表面に沿って配置されているシールを備えている、進入口と、
　前記本体の前記遠位端に沿って配置されている取付口であって、前記取付口は、内視鏡
のアクセサリチャネルに接続することができ、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを
通って伸張する前記細長い医療装置を受け入れるように作られており、前記取付口が前記
内視鏡に接続されているときは、前記医療装置を前記アクセサリチャネルの中に伸張させ
ることができるように作られている、取付口と、を備えている止血灌流装置。
【請求項１２】
　前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張する前記細長い医療装置を受け入
れるための環状先端を備えており、前記環状先端は、前記内視鏡の前記アクセサリチャネ
ルに挿入されるように作られている、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項１３】
　前記灌流口を通して流体を灌流させるために、前記灌流口に取り付けられている注入装
置を更に備えている、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項１４】
　前記灌流口は、前記本体の前記ルーメンと流体連通しており、前記灌流口は、流体を、
前記止血灌流装置の前記ルーメンから出し入れできるように作られている、請求項１１に
記載の止血灌流装置。
【請求項１５】
　アクセサリチャネルを有する前記取付口に接続されている内視鏡を更に備えており、前
記取付口は前記取付口に接続されている、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項１６】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口に摩擦係合するように作られている金属
インサートを含んでいる、請求項１５に記載の止血灌流装置。
【請求項１７】
　前記内視鏡は、前記止血灌流装置の前記取付口にロック係合するように作られている金
属インサートを含んでいる、請求項１５に記載の止血灌流装置。
【請求項１８】
　前記灌流口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項１９】
　前記進入口の前記シールは、ダックビル、膜、及び発泡材から成るグループから選択さ
れる、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項２０】
　複数の細長い医療装置は、止血し易くするために、前記本体の前記ルーメンを通して挿
入される、請求項１１に記載の止血灌流装置。
【請求項２１】
　前記止血灌流装置の前記ルーメン内で流体が流れ易いようにするため、前記本体の前記
近位端は、直径が大きく、前記本体の前記遠位端は、直径が小さくなっている、請求項１
１に記載の止血灌流装置。
【請求項２２】
　細長い医療装置の回りを灌流する方法において、
　近位端と遠位端を有する本体であって、前記本体の前記近位端と前記遠位端の間には、
細長い医療装置を挿入するためにルーメンが伸張している、本体と、前記本体の前記近位
端と前記遠位端の間に配置されている、前記本体の前記ルーメンへ流体を送るための灌流
口と、前記本体の前記近位端に沿って配置されている、前記本体の前記ルーメンを通って
伸張する前記細長い医療装置を受け入れるための進入口と、前記本体の前記遠位端に沿っ
て配置されている取付口であって、前記取付口は、前記本体の前記ルーメンを通って伸張
する前記細長い医療装置を受け入れるために内視鏡に接続することができる、取付口と、
を備えている止血灌流装置を提供する段階と、
　内視鏡を前記取付口に取り付ける段階と、
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　細長い医療装置を、前記本体の前記ルーメンを通して、前記内視鏡のアクセサリチャネ
ルの中へ挿入する段階と、
　注入装置を前記止血灌流装置の前記灌流口に接続する段階と、
　前記細長い医療装置の回りから体液を取り除くために、流体を、前記灌流口を通して前
記本体の前記ルーメンに灌流させる段階と、から成る方法。
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摘要(译)

止血灌注装置（10）包括具有近端（24）和远端（22）的主体（20），
在主体的近端和远端之间具有内腔（70），被拉长了。灌注口（30）设
置在主体的近端和远端之间，用于使流体进出身体。入口（60）沿着主
体的近端定位，以接收待插入的细长医疗装置（100）。连接端口（40）
位于主体的远端，以允许止血灌注装置（10）连接到内窥镜（200）。安
装口还包括环形尖端（50），环形尖端提供用于将细长医疗装置延伸到
内窥镜的辅助通道（204）中的开口。
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